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　地域包括ケア時代を迎え，地域の看護人材の育成は急務となって
いる。その一つが，新卒の訪問看護師を育てるシステムの構築だ。
地域で支える医療を提供するために，新卒訪問看護師の育成に病院
や教育機関はどんな役割を果たせるか。
　本紙では，新卒訪問看護師の採用・教育の実態調査やプログラム
作成にかかわってきた山田雅子氏と，新卒で訪問看護師になって 5
年目の小瀬文彰氏を迎え，新卒訪問看護師の教育の実態を聞いた。
両氏の語りからは，新卒訪問看護師から始まるキャリアの魅力と，
主体的な学びに不可欠な地域の協力の重要性が見えてきた。

山田　小瀬さんは新卒で訪問看護師に
なって 5 年目でしたね。30 年ほど前，
実は私も今で言う「新卒訪問看護師」
でした。当時は制度として「訪問看護」
が整う以前なので厳密には異なるもの
の，新卒で配属された聖路加国際病院
公衆衛生看護部で，私は今の保健師と
訪問看護師を兼ねたような役割を担っ
ていました。そうした経験から，新卒
からでも訪問看護はできるという思い
をかねてより持っていました。

地域の訪問看護師育成には，
病院の意識改革が鍵

山田　しかし最近に至るまで，新卒訪
問看護師は珍しい存在でした。学生が
興味を持っていないというわけではあ
りません。日本看護系大学協議会が
2001 年に行った「看護系大学学生の
卒業後の進路希望に関する調査」によ
れば，看護系大学卒業生で「訪問看護
事業所等への就職を希望する」と回答
した人は 19.6％と，5 人に 1 人が関心
を持っています。小瀬さんが新卒で訪
問看護師になった 5 年前にも，関心を
持つ人は周囲にいたでしょう？
小瀬　そうですね。知り合いに新卒訪
問看護師になった人は 1 人もいません
でしたが，在宅看護実習で，病気や障
害を持ちながらも自宅で楽しそうに暮
らす人々の姿を目にして，「訪問看護
師，いいよね」と話す友人たちは多か
ったです。でも結果的には一様に病院
就職を選んでいて，「まずは病院で経
験を積んでから」という感じでした。
　5 年前，ある病院看護部長の方と話
して，「訪問看護では急変対応などを

学べないから，新卒は病院に就職しな
さい」と言われたことが印象に残って
います。訪問看護ステーションの管理
者の多くも新卒採用について考えては
いたと聞きましたが，「本当に教育で
きるのか」という問いに答えを出せて
いない状況だったように感じます。
山田　将来的には訪問看護にかかわり
たくても，病院就職のイメージや，当
時は訪問看護ステーションでの新卒教
育体制に不安を覚えたことなどもあっ
て，病院へ就職してしまったのでしょ
う。でも，訪問看護関連団体が「新卒
は No！」という姿勢だったのは過去
の話です。地域で，「支える医療」を
実践するため，訪問看護ステーション
は新卒を育てる方向へと徐々に動き始
めました。
小瀬　学会や研修会などでも，「どう
教育していけばよいか」にテーマが変
わってきた感触があります。というの
も，日看協，日本訪問看護財団，全国
訪問看護事業協会の発行した「訪問看
護アクションプラン 2025」では訪問看
護師の数を現在の約 3 倍の 15 万人に
することを目標に掲げています。この
中には，新卒者の就業の必要性と教育

モデルの確立が明記されているのです。
　実際に新卒訪問看護師は増えてきて
います。新卒訪問看護師同士での交流
などを目的とした「全国新卒訪問看護
師の会」（MEMO）を組織し，代表を
しているのですが，私が知る限りで
2017 年度は 50 人の新卒訪問看護師が
誕生しています。
山田　「訪問看護アクションプラン
2025」では，医療機関と訪問看護ステー
ションによる相互の人材育成システム
構築にも言及しています。地域の訪問
看護師を育てることは，その地域で連
携して医療を提供している病院にとっ
てもひとごとではありませんし，地域
に貢献すべき教育機関の務めでもあり
ます。

病院には訪問看護師の
主体的な学びを支援してほしい

小瀬　山田先生のおっしゃる通り，新
卒として就職し，一人で訪問できるよ
うになり，さらにスキルアップする過
程で，病院や教育機関の支援があった
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■［対談］みんなで育てる！　新卒訪問看護
師（山田雅子，小瀬文彰）/グローバルナーシ
ングリサーチセンター設立 1 ― 2 面
■［寄稿］「抑制しない看護」を今こそ実現
しよう（嶋森好子） 3 面
■［連載］看護のアジェンダ/第30回日本サ
イコオンコロジー学会 4 面
■［連載］行動経済学×医療 5 面
■［連載］院内研修の作り方・考え方 6 面
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MEMO　全国新卒訪問看護師の会
　新卒で訪問看護師になった当事者の
団体で，2015年に小瀬氏が中心となっ
て組織された。「新卒訪問看護師を当
たり前なキャリアにする」を活動目標
に掲げている。現在，5つの壁（①一
般的に新卒は病院就職というイメージ
がある，②新卒募集情報の不足，③周
囲の反対，④ステーションの採用・教
育体制不足，⑤新卒訪問看護師同士の
つながり不足）があると分析。全国各
地で定期的に勉強会・研修を行い，情
報交換や悩みを打ち明ける場を作って
いる。現在 80人が所属。
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あなたの患者さん， 
認知症かもしれません
急性期・一般病院におけるアセスメントから
BPSD・せん妄の予防，意思決定・退院支援まで
小川朝生
A5　頁192　3,500円　［ISBN978-4-260-02852-3］

臨床検査データブック ［コンパクト版］
（第9版）
監修　高久史麿
編集　黒川　清、春日雅人、北村　聖
三五変型　頁406　1,800円　［ISBN978-4-260-03435-7］

〈ジェネラリストBOOKS〉
認知症はこう診る
初回面接・診断からBPSDの対応まで
編集　上田　諭
A5　頁264　3,800円　［ISBN978-4-260-03221-6］

〈ジェネラリストBOOKS〉
いのちの終わりにどうかかわるか
編集　木澤義之、山本　亮、浜野　淳
A5　頁304　4,000円　［ISBN978-4-260-03255-1］

精神障害のある 
救急患者対応マニュアル　（第2版）
上條吉人
B6変型　頁304　3,800円　［ISBN978-4-260-03205-6］

誤嚥性肺炎の予防とケア
7つの多面的アプローチをはじめよう
前田圭介
B5　頁144　2,400円　［ISBN978-4-260-03232-2］

つらいと言えない人がマインドフル
ネスとスキーマ療法をやってみた。
伊藤絵美
四六判　頁272　1,800円　［ISBN978-4-260-03459-3］

看護における 
クリティカルシンキング教育
良質の看護実践を生み出す力
楠見　孝、津波古澄子
B5　頁162　2,500円　［ISBN978-4-260-03210-0］

根拠と事故防止からみた
基礎・臨床看護技術
（第2版）
編集　任　和子、井川順子、秋山智弥
編集協力　京都大学医学部附属病院看護部
A5　頁868　5,500円　［ISBN978-4-260-03219-3］

イラストでまなぶ解剖学
（第3版）
松村讓兒
B5　頁296　2,600円　［ISBN978-4-260-03252-0］
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からこそ学べたこともありました。訪
問看護師の声を受けて，学びの場を作
っていただけるのはうれしい限りです。
山田　小瀬さんはケアプロ訪問看護ス
テーション東京初の新卒訪問看護師で
したよね。試行錯誤しながら育ってき
たことでしょう。どのような教育を受
けてきたのですか？
小瀬　基本的には訪問看護の同行と振
り返りを繰り返し，演習可能な手技は
事業所で練習しました。その後，訪問
しながら自分に足りないと気付いたこ
とを提案し，ステーションに掛け合っ
てもらって，病院や大学のシミュレー
ションセンターに協力してもらったの
です。在宅では慢性疾患で安定期の患
者さんがほとんどで，特に新卒者は急
変対応など，在宅であまり経験しない
事例には対応力が不足してしまいがち
です。病院では ICU や病棟を見学し，
夜間救急の様子も見せていただきまし
た。大学ではシミュレーション機器を
用いて心肺蘇生トレーニングを受講し
ました。
山田　在宅だけでは学ぶことが難しい
ものに対しては，病院や教育機関に後
押ししてほしいですね。聖路加国際大
では「オーダーメイドで学ぶ訪問看護」
という生涯教育プログラムを開講して
います。ステーションの求めに応じる
形で，例えばインスリン注射やおむつ
交換といった技術について，豊富な教
育資源をフル活用し，実物を使って，
納得するまでとことん練習できる人
的・物的環境を提供しています。
　新卒者を採用する側にとっては採算
性も気掛かりなところです。看護師の
技術力でなく，「頭数」で診療報酬を
得られる病院とは違い，訪問看護師は

「1 人で稼ぐ力」が求められます。こ
の点が新卒者の採用を困難にする大き
な課題でした。小瀬さんはこれについ
て分析していましたよね。
小瀬　結論として，マイナスがずっと
続くわけではありません。育成のペー
スにもよりますが，新卒でも 9 か月で
損益がプラスに転じ，18 か月前後で
採用・育成のコストを回収することが
できます 1）。しかし，大多数のステー
ションは小規模で，これらのコストや
教育の時間を割くことのハードルは高
く，公的な支援の必要性を感じます。
　また，1～3 年目までの育成支援か
ら発展し，今後は長期的なキャリアの

（1面よりつづく）

視点を持った支援が必要だと感じてい
ます。例えば，病院では当たり前に行
われている，後輩の育成やリーダーシ
ップ，マネジメント力向上のための研
修です。新卒訪問看護師がこれらの機
会を得られるシステムを，他のステー
ションや病院・教育機関などと協力
し，共に作っていきたいと思います。

「支える医療」を実現する，
訪問看護から始まるキャリア

小瀬　話は変わりますが，新卒で訪問
看護師になって印象的な思い出があり
ます。1 年目の頃，病院に就職した同
期と看護について話し合って，価値観
が全然違っていたことに驚きました。
私は個々の訪問先の利用者さんにどう
ケアをしたらよいかについて悩んでい
たのですが，病院では業務を時間内で
どう終わらせるかが一番の悩みだと言
うのです。患者さんともっと話し，寄
り添いたいという気持ちを持っている
とは思うのですが……。
山田　寄り添いたい気持ちは病院看護
師にもあるでしょう。私が病院看護部
長だったとき，「寄り添う看護をした
いのに，業務が忙しくてできません」
と看護師に訴えられたことは何度もあ
ります。でも，いざ実践してみるよう
に時間を取って促しても，うまくでき
ないんです。業務に追われるあまり，
寄り添い方を学ばないまま育ってしま
ったのだろうと思います。
小瀬　在宅で利用者のご家族が想いを
打ち明けてくれたことがあります。お
むつの当て方に自分なりの方法があっ
たその方は，病院看護師と訪問看護師
のケアの違いに触れて，「入院した病
院では画一性が重視され，ケアの方法
について，個々の患者に合わせた視点
がなかった。知識や経験の押し付けで
はなく，訪問看護師のように一緒に考
えてくれる看護師が増えてほしい」と
話していました。私は当時 1 年目でし
たが，在宅での経験を通じて，ケアは
看護師が一方的に提供するものではな
く，利用者と一緒に考えて決めていく
過程が重要だと，この経験を振り返る
たびに思います。
山田　「一緒に考える」ことは援助者
としての基本姿勢だと私も考えていま
す。病院での看護は，標準化や効率化
をめざして，時に患者さん不在になっ
ていませんか。クリニカルパスや標準
看護計画にあることが「正しい看護」
で，それから外れることは，たとえ患
者の希望でも間違いであり，やっては
いけないという観念に強く縛られてい
ませんか……と，私は問い掛けたいで
す。病院で患者は，いろいろな選択肢
があることを知らされないまま我慢し
ています。
　訪問看護が対象とする患者は自由に
生活している人々であって，そこに正
しい生活，正しくない生活はありませ
ん。「死んでもいいから風呂に入りた
い」という方のニーズをどうにかかな
えようとするのが訪問看護であり，そ

の方法は患者と共に考える姿勢がない
と成功しないのです。それを踏まえて，
私は新卒で訪問看護師から始まるキャ
リアが広がることで，今，必要とされ
ている「支える医療」の実践者として，
より多様な力を発揮できる看護人材が
増えるに違いないと考えています。

「看護師だけど一住民」という，
援助者に不可欠な感覚を持って

山田　看護師が病院から訪問看護に行
っていた草創期を知る者としては，今
は病院看護師と訪問看護師の価値観
が，まるで全く違う職種のように離れ
てしまったことを残念に感じていま
す。病院看護師には，退院時に訪問看
護につなぐことを考えるだけでなく，
地域にもっと出る経験をしてもらいた
いと思っています。実際に，病院の看
護管理者でさえも，訪問看護師と話し
た経験がない人は結構多いのです。
小瀬　若手の訪問看護師が増えてきた
ことで，病院看護師と訪問看護師の関
係も少しずつ変わっていくのではない
でしょうか。
　私の所属するステーションでは，都
内の大学病院との看看連携で，病院の
退院リンクナースと訪問看護師の勉強
会を行っています。看護師としての経
験年数が同じくらいだという理由もあ
り，双方から多くの質問が出る勉強会
となりました。
山田　直接顔を合わせる取り組みを通
じて病院看護師と訪問看護師，お互い
がもっと身近なものになってもらいた
いですね。
小瀬　お互いの役割の理解を助けるこ
とに加え，病院看護師と地域の訪問看

護師が気軽に話せる関係を築けること
は連携する上で大きな魅力になるので
はないかと思っています。お互いの良
いところを理解し，吸収していくメリ
ットがあると期待しています。
　　　　　　　　＊
小瀬　さらなる高齢化が進む社会で，
地域の医療を支える人材確保として
も，新卒訪問看護師のキャリアを考え
ることは重要になります。何のために，
どういう看護師を育てていくのか常に
立ち戻りながら，この流れを盛り上げ
ていきたいと新卒で訪問看護師になっ
た立場から思います。
山田　地域包括ケア時代の社会に求め
られるのは，地域を知り，その地でそ
のときに必要な看護を実践できる人材
です。一住民だけど看護師，看護師だ
けど一住民。このような感覚を持って，
地域に溶け込む看護を提供できる人は
欠かせないものです。ステーションだ
けでなく，病院，教育機関が一緒にな
って，継続的に新卒訪問看護師を育て
ていく。「支える医療」に幅広くかか
わることのできる看護人材の育成と確
保に，病院や教育機関が果たすべき役
割は大きいことを，あらためて強調し
たいです。今は，新卒訪問看護師を育
てる「芽」が出たところ。それが葉っ
ぱになり，花が咲くよう，取り組みを
続けたいと思います。 （了）

グローバルナーシングリサーチセンター設立
　東京大学大学院医学系研究科附属施設として，グローバルナー
シングリサーチセンター（以下，GNRC）が 2017年 4月に設立
された（センター長＝真田弘美氏）。10月 11日に，その設立記念
講演会が学士会館（東京都千代田区）にて開催された。国内外か
ら約 185人が参加した講演会は，GNRCのめざすグローバル性を
重視し全て英語で行われた。
◆ 異分野融合と研究者育成をめざす，日本初の看護研究センター
　GNRCは異分野融合型イノベーティブ看護学研究の推進とグロー
バルに活躍する若手看護学研究者の育成を目的に設立。ケアイノベー
ション創生部門と看護システム開発部門の 2部門で構成される。
　講演会では，東大大学院医学系研究科の宮園浩平研究科長によるあいさつと来賓祝
辞に続き，米国国立看護研究所（NINR）の Patricia Grady所長によるビデオメッセー
ジが上映された。Grady氏は，「看護研究の発展とヘルスケアの改善という共通の目
標に向かって，共に歩んでいこう」と呼び掛けた。
　続いて真田氏が GNRC設立の経緯を説明。少子超高齢社会を迎えたわが国では「治
す医療」から「支える医療」への転換が求められている。こうした中で真田氏は，健
康寿命を延伸し国民の自律的な生活を支える「ケア社会」の実現のために，看護学と

異分野の融合研究を推進し，新しい技術や
システム開発などの「ケアイノベーション」
が必要だと述べた。GNRCでは今後，研究
環境の整備や人材育成を進めていくという。
　講演会ではこのほか，各部門の紹介，
Claudia Kam Yuk Lai教授（香港理工大）と
Christine Moffatt教授（英国ノッティンガム
大）による講演，若手研究者 3人による研
究報告などが行われた。●Patricia Grady氏のビデオメッセージ

上映の様子

●真田弘美氏

●「訪問看護と介護」誌 22巻 12号（2017年
12月）は，看護基礎教育での新卒訪問看護
師育成をめぐる特集。小瀬氏も登場！（詳細
は本紙 8面広告にて）。

●参考文献・URL

1）きらきら訪問ナース研究会．地域で育てる
新卒訪問看護師のための包括的人財育成ガイド．
https://www.zenhokan.or.jp/pdf/guideline/

guide10.pdf

＜出席者＞
●やまだ・まさこ氏
1986年聖路加看護大（当時）卒。新卒時に聖
路加国際病院公衆衛生看護部で訪問看護に
携わる。セコム在宅医療システム株式会社
（当時），セコメディック病院看護部長，厚労
省医政局看護課在宅看護専門官を経て2007

年より現職。
●おせ・ふみあき氏
2013年慶大看護医療学部卒。同年よりケア
プロ株式会社在宅医療事業部に初の新卒訪
問看護師として入社。2年目に初めて知り
合った新卒訪問看護師が自分と同様の悩み
を持つことを知り，15年1月，当事者団体とし
て「全国新卒訪問看護師の会」を立ち上げた。



2017年11月27日（月曜日） 週刊　医学界新聞 第3250号　　（3）

　急性期病院では，侵襲性の高い処置
やケアが行われ，生命にかかわるライ
ン類が装着されていることから，「患
者の安全確保」を理由に患者を抑制す
ることがある。しかし，入院して手術
を受けた高齢患者が，回復後も「抑制
されたトラウマ」から抜け出せず，せ
ん妄状態が続くことがある。
　筆者と野村陽子氏（岩手医大地域包
括ケア講座教授）は座長として，第
35 回日本看護科学学会学術集会（2015
年 12 月 5～6 日）の交流集会「急性期
病院における認知症高齢者看護の支援
体制を考える」を，続いて翌年の第
36 回同学術集会（2016 年 12 月 10～
11 日）の交流集会「急性期病院にお
ける認知症高齢者看護の新たな対策を
考える」をそれぞれ開催した。
　この 2 回では，急性期治療の場で認
知症高齢者に抑制を行わないために，
どのような支援を行っているかを紹介
した。例えば，急性期病院で認知症カ
フェを立ち上げた事例や，病院で問題
行動を起こす認知症患者も早期の退院
によって自宅で問題なく生活できると
いった訪問看護ステーション管理者か
らの報告などである。これを受け私は，
抑制を行わなくても安全なケアを提供
できるとの確信を得た。

抑制廃止の鍵を握る看護管理者

　交流集会の経験から，急性期病院で
抑制しないケアを提供するには，看護
管理者が決断しなければ解決できない
と考えた。そこで，第 21 回日本看護
管理学会学術集会（2017 年 8 月 19～
20 日）では，「急性期医療現場で，認
知症状を呈する患者に『抑制しない看
護』を実現する――看護管理者の取り
組みとシステム化」をテーマに指定イ
ンフォメーション・エクスチェンジを
開催した。
　引き続き筆者と野村氏が座長を務
め，4 人の演者が発表した。初めに老
人看護専門看護師の日向園惠さん（石
巻赤十字病院）が自身の調査結果 1）か
ら，看護職位によって抑制に関する認
識に違いがあることを紹介した。看護
部長と現場の看護スタッフの抑制廃止
に関する認識が同様に「どちらともい
えない」との傾向に対し，看護師長は
抑制が必要と考える割合が高いとの結
果が示唆された。日向さんは「分析は
今後行う予定だが，抑制廃止の鍵を握
るのは看護師長」との認識を示した。
　次に，吉村浩美さん（聖隷三方原病
院総看護部長）から，自身が評議員を
務める日本老年看護学会が公表した

「急性期病院において認知症高齢者を
擁護する」立場表明 2）の内容と意義が
紹介された。この表明は，「認知症ケ
アの原則に基づき，急性期病院で働く
看護師（看護職者）に対して看護の方
向性を示すとともに，医療・ケアチー
ムの連携協働を図り，かつ急性期医療
を受ける認知症高齢者とその家族の安
心と安寧を保証する看護を推進するこ
と」を目的に発表された。
　抑制の弊害は，身体的に「関節拘縮，
筋力低下，褥瘡，（中略）食欲低下や
便秘，失禁などさまざまな症状を引き
起こす」ことにある。また，「怒り，
屈辱，あきらめ，不安といった精神的
な弊害がおこり，せん妄や BPSD の要
因となる」とされ，「向精神薬を使用
する場合には誤嚥や転倒といった影
響」が心配される。さらに「ケア提供
者のケア意欲を低下させる」と記され，
患者の心身のみでなく，看護職自身に
も影響を与えると指摘した。

病院内の共通認識が必要に

　続いて，2 人の看護管理者が抑制廃
止の取り組みを報告した。初めに，桑
原安江さん（京都市立病院副院長・看
護部長）が「抑制に依存しない看護へ
の道」と題して発表を行った。現在，
同院全体で「抑制低減」に取り組んで
いる。転倒・転落の数は多少増えたが，
損傷レベルに変化がないことを紹介
し，抑制しなくても重大事故には至っ
ていないと報告した。
　桑原さんはかつて京大病院で，筆者
と同じ時期に専任医療安全管理者とし
て働いていた経験を持つ。患者の安全
確保に関心があり，抑制廃止が患者の
事故発生に必ずしもつながらないとす
るデータをしっかり取っていた。筆者
の経験でも，抑制や 4 点柵の設置によ
り，抑制を外したり高い柵を超えよう
としたりして，かえって大きな損傷が
生じたことがあった。　
　小藤幹恵さん（金沢大病院看護部長
兼副病院長）からは，「高度急性期医
療の場での抑制しない看護へのチャレ
ンジ」と題し，ICU も含む抑制ゼロに
向けた挑戦の経過が紹介された。同院
の取り組みは 2007 年に始まり，看護
部理念との関連の明確化や，医師も含
めた多職種との連携などさまざまな取
り組みがなされた結果，大学病院の全
病棟で「抑制ゼロ」を達成した。
　実現の過程で得た，患者・家族から
の感謝の手紙を紹介するなど，共感を
得る発表となった。詳細は『看護管理』
誌 3）にも紹介されている。

「安全確保のための抑制」
とはならない

　参加者とのディスカッションでは，
質問は次の 2 点に集中した。
　1 つは，せん妄などを起こしている
患者を本当に抑制せずにケアできるの
かというものだ。抑制廃止を実践する
2 人は，「抑制をしなければ見守る人
が必要になる」「その応援は院内の各
職種から支援を受けられる体制とし，
必要な支援を行うシステムを作ること
で見守りを実現した」と回答。看護師
を増員せずにそれは達成できたのかと
いう質問に対しては，一時的に夜勤の
人員を増やすも，全体の増員はしてい
ないとのことだった。
　両者の看護部では，抑制廃止を病院
の課題として取り上げており，多職種
の協力が得られるように働き掛けてい
る。そのため，スタッフも安心してケ
アを行っているという。桑原さんから
は，急きょ夜勤支援に入った師長も見
守りの意識が共有されており，夜間に

「風呂に入る」と言って裸になろうと
する患者を抑制せずに見守っていたと
ころ，そのまま落ち着いて入眠したと
いう例が紹介された。
　もう 1 つは，「事故が起きたらどう
するのか，その責任はだれが負うのか」
というものだった。同じく 2人からは，

「抑制がかえって大きな問題や障害を
起こすことがあり，抑制せずに見守る
ことで患者の安全を脅かす事態は生じ
ていない」との見解が示された。参加
者からは，「これまで，『患者の安全確
保のために抑制をする』と考えていた
自分の考えは間違いだった」と確認す
る発言があった。これは，重要な発言
だと考える。「安全確保と抑制ゼロ」
は同じ次元で考えることで質の高いケ
アを実現できるのであって，「安全確
保のために抑制」とはならないはずだ
と筆者はあらためて確認した。
　抑制は，相手が自由に動く権利（人
権）を剝奪する極めて重大な行為であ
る。そのため，抑制した場合は，責任
は抑制した医療者（病院）側に全面的
にある。抑制によって有害事象が起こ
る可能性もあり，安全確保には見守り
が必須となる。であるならば，抑制し
ないで見守るほうが看護師のジレンマ
も少なくなるのではないか。この体制
の確保が看護管理者の責任である。

急性期病院は抑制廃止に本腰を

　これまでの議論から，「抑制しない

看護」の実現に必要な取り組みを整理
すると，表のようにまとめられる。
　1999 年から 2000 年に看護師がかか
わる重大な医療事故が発生し，医療安
全への取り組みが本格化された。医療
法やその施行規則が改正され，医療安
全に関する制度は大きく変わった。筆
者がプログラム作成にかかわった 4），
行政処分を受けた看護師等の再教育で
も当初，教育を受ける者の 3 分の 1 が
事故の当事者だったが，今日では 1 人
または 0 人となり，事故の法的責任も
個人から組織になるなど，その様相は
大きく変わっている。「安全のために
抑制を行う」との考えに看護職が縛ら
れることなく，質の高い安全な看護の
提供のために「抑制を廃止する」方向
へとパラダイムシフトが必要である。
急性期病院における抑制廃止が推進さ
れることを期待したい。

寄　稿

 安全で質の高い看護を急性期病院で提供するために

「抑制しない看護」を今こそ実現しよう
嶋森 好子　岩手医科大学看護学部学部長・共通基盤看護学講座教授

●しまもり・よしこ氏
1968年川崎市立看護学
院卒，71年神奈川県立
看護専門学校公衆衛生
学科卒。女子栄養大栄
養学部二部栄養学科，
放送大教養学部を卒業。
川崎市立川崎病院，東
京都済生会中央病院，
同向島病院などを経て，99年日本看護協会
常任理事。2002年京大病院看護部長，07年
慶大看護医療学部教授，10年東京都看護協
会長。16年より岩手医大看護学部の設置準
備に携わり，17年より現職。日本臨床看護
マネジメント学会理事長，医療の質・安全学
会理事など役職多数。

●参考文献
1）日向園惠，他．地域医療支援病院におけ
る高齢患者への身体拘束に関する看護職の認
識――看護部長・看護師長・看護スタッフの
調査より．第47回日本看護学会ー看護管理ー
学術集会抄録集；2016：469．
2）日本老年看護学会．「急性期病院において
認知症高齢者を擁護する」日本老年看護学会
の立場表明．2016．
3）小藤幹恵．患者の心と深く響き合うこと
が，看護の専門性を高める――看護部全体で
取り組む「抑制しない看護」に向けたチャレ
ンジ．看護管理．2017；27（1）：26-30．
4）嶋森好子．平成 19年度厚労科研事業総
括・分担研究報告書．行政処分を受けた看護
師等に対する再教育プログラム作成に関する
研究（主任研究者 嶋森好子）．2008．

1）看護管理者のトップが抑制廃止を決断
2）看護部目標として設定
3） 何が抑制であるかの明確化と実態の可
視化（日々抑制の数を報告して確認する）

4） 抑制が起きる状況の明確化（どんな場
面で抑制がどのように開始されるか）

5） 抑制によって生じる問題の明確化（患
者およびケア提供者に与える心身への
影響）

6） 高齢者ケア，せん妄などの発生要因と
対応についての理解のための研修

7） 抑制が倫理的な問題であることの明確
化と看護部スタッフ間でのディスカッ
ション

8） 抑制廃止で起きる事故やリスクの危惧
への具体的な対応（看護部内および病
院全体での支援体制作り等）

9） 病院全体の課題として取り上げる働き
掛けと多職種の支援

10）  患者・家族のプラス反応のフィード
バックによる，専門職としての自己
効力感の高揚（院内全職種）

●表　抑制しない看護の実現に向けて
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辞め方の美学
　先月，ある病院の事務局長から電話
があった。看護部長が「辞めます」と
言ってきた。翌日，事務局長が慰留し
たところ，「（看護部長を）やっていき
ます」と答えたという。つまり，この
看護部長は一日にして辞意を撤回した
わけである。
　「辞めます」を交渉の道具として使
う看護管理者もいる。自分が要求して
いることが通らないと「辞めさせてい
ただきます」と頻繁に軽々と口にする
師長に対し，私は看護部長としていさ
めたことがある。さらに，「次に辞め
るというときは本当に辞めなければな
りません」と申し渡した。それから数
か月後，彼女は退職した。
　新たに看護部長となった A からの
“相談”がメールで寄せられる。副看
護部長であった A を看護部長に推挙
した前看護部長は年度末で退職するも
の，と A は思っていた。しかし，“顧問”
として残留し，いろいろと院政を敷い
た。つまり，引退したはずの人がなお
実権を握って取り仕切っているのであ
る。組織図上は A の部下となるはず
の副看護部長が，前看護部長の非公式
指示を受ける。新年度になったのに A
の体制が構築できないのである。

看護部長時代の苦い経験

　私自身の苦い経験もある。私は看護
部長を退任すると決断したあと，退職
日を年度末の 3 月 31 日とせずに新年
度に入った 4 月末とした。後任人事の
決定が遅れていたこともあって，新入
職員のオリエンテーションなどを行
い，新年度の体制を整えて退職しよう
という“配慮”であった（内心，看護
部長職に未練があったからだと今では
考えている）。この配慮は不要であっ
たと，後にある病棟師長に聞かされた。
新年度は新しい体制で出発したほうが
やりやすいというのである。よかれと
思ってやったことがあだになるとはこ
ういうことであると実感した。辞める

ときは潔く辞めなければならないと思
った。

部門トップが辞める際の 4箇条

　今回の「看護のアジェンダ」は，部
門のトップが辞める際の美学を考えた
い。引き際の美学である。
　前述した 3 つの事例から次のような
教訓が導かれる。
1）看護部長が組織人として辞意を表明
したら，それは撤回すべきではない。
　翌日に「そんなこと言わずに続けて
ください」と上司に言われたからと，
簡単に「辞めるのをやめる」のは美し
くない。そもそも，引き留められて残
るのならば辞意を公に伝えるべきでは
なく，その前に，個人的に打ち明けて

もよい人に相談するとよい。「看護部
長」として「事務局長」もしくは「病
院長」に辞意を表明したら，辞めなけ
ればならないのである。
2）辞意を駆け引きに用いるべきではない。
　ものごとがうまくいかないから辞め
てやるという態度はいささか幼稚であ
る。それだけでその人の能力や人柄が
評価される。決して高い評価にはなら
ないであろう。部下の信頼が低下する
のも必須である。常に「辞める」を口
にする上司を，リーダーとして認める
ことはできない。
3）職位を辞すということは，職位に付
随する職権（職能）を手放すということ
である。
　私が反省しているように，未練がま
しく在職の期間を延長したり，A の上
司のように失ったはずの権限を行使す
べきではない。新体制を心配するなら
ば，自分の在職期間中に補強をしなけ
ればならない。A の上司はしかるべき
席（会議）で権限委譲を表明せず，A
はどう振る舞ったらいいのかとまどっ
ていた。
4）職位を辞すという決断は覚悟である。
　定年で辞める場合，任期満了で辞め
る場合などは辞す時期が外的な要件で

決められており，特別なことがない限
り，そのルールに従うことになる。一
方，職位を辞すことを自律して決断し
ている人も多い。自分の体力や能力の
限界，家庭の事情，組織の状況，人間
関係，病院長の信念との不一致など複
雑に絡み合って，「自分はこの職を辞
める」決断をする。
　決断するまでの期間は人によってさ
まざまであろうが，しばらくの間「迷
いの期間」があり，心理的に不安定と
なる。その迷いを他人に話して気持ち
を整理する人もいれば，自らの中で
悶々としたあと決断する人もいる（私
の場合はやたらにおみくじを買い求め
る）。迷いを口にする際の相手は，組
織の外部にいる人で口が堅い人を勧め
たい。十分に迷うことをすると，どこ
からか決断の“お告げ”がくるもので
ある。
　定年後の人生をつづった内館牧子著

『終わった人』（講談社，2015 年）が
話題になった。著者はあとがきで「重
要なのは品格のある衰退」であるとし，

「衰え，弱くなることを受けとめる品
格を持つこと」の重要性を指摘してい
る。

医療者は患者と家族の橋渡しを

　緩和ケア医の松本禎久氏（国立がん
研究センター東病院）は，「（高齢がん
患者の）本人は抗がん剤治療を希望し
ないが，家族が希望する」事例を想定
し，医療者の支援を検討した。高齢が
ん患者の問題は，身体的な脆弱性や認
知機能低下・認知症をはじめ，抑うつ，
社会・経済的背景に至るまで多岐にわ
たる。患者の理解・認識・論理的思
考・選択の表明から意思決定能力を把
握し，治療方針を決めていく過程では，
家族や主治医にも葛藤が生じる。そこ
で，緩和ケアサポートチームが患者・

　第 30回日本サイコオンコロジー学会と第 23回日本臨床死生学会の合同大会
（会長＝埼玉医大・大西秀樹氏）が 10月 14～15日，きゅりあん（東京都品川区）
にて開催された。本紙では，高齢がん患者と家族の意思決定支援について議論
されたシンポジウム「高齢がん患者の治療をめぐって――意向の異なる患者と
家族を支援すること」（座長＝北里大大学院・岩滿優美氏，神奈川県立がんセ
ンター・横尾実乃里氏）の模様を報告する。

家族・主治医それぞれの「語り」を聞
き，一緒に考え決定していく支援が重
要だという。「個々の高齢がん患者の
背景を理解し，正しい医療情報を伝え
た上で合意形成のプロセスを積み重ね
ることを心掛けたい」と強調した。
　木野美和子氏（筑波メディカルセン
ター）は，意思決定支援についてリエ
ゾン精神看護専門看護師の立場から発
表した。急性期病院の一般病床高齢者
入院患者の 52.3％に認知機能低下の恐
れがあるとされる［古田光，他．総病
精医．27（2）；2015：100-6．］。患者が
納得する自己決定を行うには，治療・
療養を事前に話し合うアドバンス・ケ
ア・プランニング（ACP）が重要と説明。

ある事例では，対症
療法施行後に全身状
態が安定した際，患
者が落ち着く時間帯
に心地よいと思える
環境で希望を聞いた
ことで，患者の意向
を家族に伝えられた
経験を語った。「看護
師は，患者の思いを家族へ橋渡しする
役割がある」と述べ，「最善の選択だ
ったと保証し支持することが，患者・
家族の自己肯定につながる」と語った。
　鳥取県立中央病院がん相談支援セン
ター相談員で臨床心理士の藤松義人氏
は，担当医から認知機能評価の依頼を
受けた高齢がん患者の事例を紹介し
た。その経過から，治療に対する患者
の理解度について担当医・医療スタッ
フはもちろん，家族にも情報共有を図
ることが大切になると指摘。家族支援
は患者に比べサポート資源が少ないた
め，がん相談支援センターなど利用し
やすい場が重要になるという。家族へ
の支援では，「近い将来と遠い将来」
の見通しを説明し共有していくことが
ポイントになるとの見解を示した。

第30回日本サイコオンコロジー学会
第23回日本臨床死生学会合同大会開催

● 大西秀樹会長
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起こる確率が
低いもののほうが怖い？

　この現象は，Kahneman & Tversky の
プロスペクト理論 3）に含まれる，「微
小確率の過大評価」を使って考えられ
ます。例えば，自動車事故と航空機事
故のどちらが怖いか？　という質問に
対して，多くの人が航空機事故のほう
が怖いと答えると思います。しかし
データに基づいて「合理的に」判断す
ると長距離移動では航空機に乗ったほ
うが安全であることがわかっていま
す。それでも，普段自動車に乗ってい
るときには，「自分が事故に遭うはず
がない」と多くの人が思いますが，航
空機に乗っていて大きく揺れた場合に
は「落ちるんじゃないか！」と不安を
感じます（筆者自身も）。このような
心理は確率の比較からは説明できませ
ん。行動経済学では図のような関数を
使ってこの現象を理解します。

　子宮頸がん予防のための HPV ワ
クチンの接種率は，ワクチン接種
に最も望ましい第 7 学年（中学 1
年生）において 2012 年には 65.4％
でしたが，その後の副反応報道と
国の積極的な接種勧奨の一時差し
控えを受けて 2013 年には 3.9％に
なってしまいました 1）。
　HPV ワクチンがどのようにとら
えられているかを調べるために，
われわれの研究グループでは，接
種対象世代（小学校 6 年生～高校 1
年生）で HPV ワクチン未摂取の娘
を持つ母親（n＝2060）に対してイ
ンターネット調査を行いました 2）。
現状で接種の意向がある方は 12.1
％でした。「国による積極的接種勧
奨が再開したら」という前提を加
えて接種の必要性に関する教育的
なメッセージを読んでもらったと
ころ，接種する意向の方は 27.3％
になりました。この結果から積極
的接種勧奨が再開されても 70％以
上は接種を見送ると考えられます。
　理由を探るため，いくつかのメ
ッセージを提示しました。メッセ
ージの 1 つは，「日本でも，接種を
受けた方のうち 99.993％の方は，
重篤な副反応などなく，健康に暮
らしています」でした。メッセー
ジに対する印象をインタビューす
ると，多くの方が「不安は軽減さ
れた」と回答しましたが，「逆に
0.007％の人は重篤な副反応が出る
のだと不安に感じる」という意見
も複数ありました。また，「“ワク
チンを受けて将来の心配を減らす
こと”よりも，“ワクチンを打つこ
とで何かが生じること”のほうが
怖い」「確率は低いと理解したが，
以前テレビで見た映像が衝撃的だ
った」という反応がありました。

「HPVワクチンの
副反応が怖い……」

システム 1優位が
確率の過大評価を生む

　45 度の直線は主観確率と客観確率
が完全に一致する合理的確率評価，逆
S 字の曲線はプロスペクト理論におけ
る主観確率と客観確率の関係です。直
線と曲線が交差するところが参照点で
す。参照点の値は，多くの場合 0.3 だ
と言われています。
　「微小確率の過大評価」が引き起こ
される原因は何でしょうか。Kahneman
は，人間の意思決定プロセスを説明す
る仮説理論として，直感的・感情的で

「早い」判断を行うシステム 1 と，理
性的・計画的で「遅い」判断を行うシ
ステム 2 による 2 重プロセスが意思決
定にかかわっていると考えています 4）。
確率の過大評価は，システム 1 の活動
が優位なことで生じると解釈されてい
ます。
　このシステム 1 の活動により，不確
実な見込みを評価するとき，鮮明かつ
印象的（流暢性・鮮明性・認知容易性）
に結果がイメージされる場合には，確

率の数値が果たす役割よりイメージが
果たす役割のほうが大きくなります。
さらに「100 人に 1 人」と言われるよ
りも「10 万人に 800 人」と言われた
ほうが確率を大きく感じてしまう「分
母の無視」と呼ばれるバイアスでも，
確率の過大評価が生じます。
　HPV ワクチンの場合，最も影響し
ているものは，報道で示された副反応
に関する映像や具体的記述だと考えら
れます。報道は対象者の母親の記憶に
鮮明に残り，副反応が生じる客観確率
0.007％に対して非常に大きな過大評
価を引き起こしているのではないでし
ょうか。「100 人に 1 人が子宮頸がん
になるリスクがあり，ワクチンを接種
することで避けられます」というメッ
セージを提示しても，子宮頸がんにな
ることのイメージの鮮明性が，報道に
よる副反応のイメージの鮮明性よりも
圧倒的に劣っています。
　この現象は，HPV ワクチンに限ら
ず，日常の診療において治療の効果や
副作用のリスクの説明を確率で説明し
てもなかなか納得が得られなかった

り，本当に必要な治療を受療してもら
うための説得が受け入れられなかった
りすることの共通した背景ではないか
と考えられます。

システム 2優位をめざし，
比較による合理的判断を促そう
　このような状況で医療者が患者との
コミュニケーションで気を付けるべき
ことは，以下のとおりです。
　まず多くの場合，患者はシステム 1
が優位な状態です。客観的，合理的説
明をそのまま理解することはできず，
感情に沿った方向に過大評価します。
特に恐怖や不安という感情は，システ
ム 1 を優位にします。この感情を適切
にコントロールすることが必要です。
そのためには，患者に恐怖や不安をも
たらしている原因について，まずは共
感的に理解と保証を与えます。さらに，
積極的な傾聴により話を聞き出し，そ
れらを言語化・可視化していきます。
これにより，患者は安心感を得られ，
恐怖や不安の背景が言語的に取り扱え
るようになります。このようにしてシ
ステム 2 優位の状態をめざします。
　システム 2 優位の状態となったら，
話題にしたい治療法や副作用につい
て，1 つのシナリオで示すのではなく，
他のシナリオも用意して提示します。
確率やリスクを他のものと比較可能に
することで，客観的，合理的な根拠を
吟味して判断できるようになります。
　患者に恐怖や不安をもたらす情報は
世の中に溢れています。そのため，一
度システム 2 優位の状態をつくること
ができても，次の診察では再びシステ
ム 1 優位に戻っているかもしれませ
ん。システム 1 優位からシステム 2 優
位に導く作業は，患者との長期的なコ
ミュニケーション戦略の中で粘り強く
行われなければいけません。

参考文献
1）Am J Obstet Gynecol. 2015［PMID：25434842］
2）BMC Public Health．2016［PMID：27663658］
3）ダニエル・カーネマン著．村井章子訳．ファスト&
スロー　あなたの意思はどのように決まるか ?（下）；早
川書房；2012．
4）ダニエル・カーネマン著．村井章子訳．ファスト&
スロー　あなたの意思はどのように決まるか ?（上）；早
川書房；2012．

今回のポイント

● 客観的には起こる確率の非常に
小さいことが，主観的に過大評
価されることがある。
● 示される結果が鮮明かつ印象的
（流暢性・鮮明性・認知容易性）
にイメージされる場合，確率の
過大評価が生じやすい。
● 過大評価が生じている患者に対
しては，まず背景となる感情を
適切にコントロールする。
● 感情的判断（システム 1）優位
から理性的・客観的判断（シス
テム 2）優位に導いてから，複
数のシナリオで情報提示する。

●図　  プロスペクト理論における主観確率と客観確率の確率関数
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行動経済学行動経済学
×
医療医療

微小確率の過大評価
HPVワクチンの副反応はなぜ恐い？

平井 啓
大阪大学大学院人間科学研究科准教授

第4回

本連載では，問題解決のヒントとして，
患者の思考の枠組みを
行動経済学の視点から紹介する。

患者の意思決定や
行動変容の支援に困難を感じる

医療者は少なくない。
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教 え 方 の ポ イ ン ト

☞研修設計時に，社会的手抜きが
起こらず，安心して発言できる場
作りに対する方略を考えておく。

☞学習目標の達成につながる明確な
問い掛けを準備し，明快に伝える。

ゴールは「学習を起こすこと」

今日の研修でグループワークがあ
って，ファシリテーターを務めた

んですが，うまくいかなかったんです。

何がうまくいかなかったの？

いろいろと発問をしたんですけ
ど，出てほしい意見がなかなかな

くて。発言してくれた人もグループの
中の特定の 2人くらいで，ディスカ
ッションにならなかったんです。
　どんな質問や声掛けをすればよかっ
たのか途中でわからなくなってしまい
ました。

　ファシリテーション（facilitation）は，
近年看護の領域でも注目されている言
葉で，耳にしたことのある方も多いと
思います。日本ファシリテーション協
会はファシリテーションについて，

「人々の活動が容易にできるよう支援
し，うまくことが運ぶよう舵取りする
こと。集団による問題解決，アイデア
創造，教育，学習等，あらゆる知的創
造活動を支援し促進していく働き」と
説明しています。指導者がファシリ
テーションの技術を身につけること
で，学習者の学習効果を最大限にまで
引き上げることができるのです。
　ファシリテーションのゴールは「学
習を起こすこと」。ファシリテーター
は単なる観察者でも講演者でもありま
せん。ファシリテーターに求められる
役割は，学習活動の障害を取り除き，
学習者がミスを恐れず挑戦できる快適
で支援的な環境を整えること。そして
学習者全員が主体的かつバランスよく
参加できるように支援することです。

その場での声掛けや問い掛けをど
うやればいいか難しいです。
そっか。はじめさんは，ファシリ
テーションってグループのメン

バーに対して行う声掛けや質問のこと
だけだと思ってないかな？

えっ⁉　そうじゃないんですか？

　今回は，これまでの筆者の経験も踏
まえながら，研修におけるファシリ
テーションの役割で重要となるポイン
トをいくつか紹介していきます。

学びが促進される「場作り」

　場作りには，物理的な場作りと心理
的な場作りがあります。物理的な場作
りは，学習方法に合わせて机や椅子，
ホワイトボードの配置などを考えるこ
とです（図 1）。
　心理的な場作りは，「グループメン
バーの誰かが意見を考えるからそれに
便乗すればいいだろう」といった，参
加者のいわゆる「社会的手抜き」を防
ぐことが目的の一つです。その上で学
習者が考えや意見を安心して気兼ねな
く発言できる安全な環境を作り，主体
的な参加を促すことをめざします。社
会的手抜きは，グループサイズが大き
くなればなるほど発生してしまいま
す。グループダイナミックスを考える
と適当なサイズは 5～6 人と言われま
すが，経験的に 3～4 人がちょうど良
いサイズです。
　安全な環境を作るには，「他者の話
は最後まで聞く」「他者の発言に対し
て否定はしない」などのグランドルー
ルを作って提示したり，グループメン
バー同士での自己紹介（チェックイン）
やチームビルディングゲームを行った
りします。自己紹介では，氏名や所属
だけでなく，趣味や最近のマイブーム

なども加えると，場も和みます。
　主体的な参加を促すには，学習者同
士の距離感も考慮しなければなりませ
ん。また，ファシリテーター自身がグ
ループの輪の中に立つのか，グループ
の輪の外に立つのかといった「立ち位
置」もとても重要です（図 2）。
　これまで多くのグループワークを見
てきた経験上，グループの輪の中にフ
ァシリテーターが入り続けてしまう
と，発言のほとんどがファシリテー
ターになりがちで，発言するたびに参
加者がファシリテーターの顔を確認す
るといった“ファシリテーター依存”
の状態に陥りやすいです。輪の外に立
つことを不安に思うファシリテーター
もいるかと思いますが，輪の外から「皆
さんどう考えますか」と投げ掛け，学
習者同士の対話や討議が交わされるよ
うにするとよいでしょう。参加者同士
の自然な発話を生むはずです。

「問い作り」と
問いの「見える化」

　参加者に何かを考えさせる際，文章
か口頭で問いを与えることから始まり
ますね。では，この問いをどう立てる
か。ここがファシリテーションの役割
の中でも特に重要となります。学習目
標を達成させるために，グループワー
クでどのようなことを，どんな順番で
考えていけばよいかを事前に明確にし
ておく必要があります。そして学習者
に対し，今，何を考えればよいかを明
快に伝えます。この問いが不明瞭では，
研修中にファシリテーターが逐一説明
するハメになってしまいます。明快な
問いが与えられていれば，学習者はそ
れに合わせて考えを導き出すことがで
きるのです。
　無言の時間があると不安に駆られ，
ファシリテーターが話し出してしまう
なんてことはありませんか？　安易に
ファシリテーターが声を発してしまう
と，学習者の思考を遮ることになって

しまいます。場合によっては「答えま
で言ってしまった」という場面も見受
けられます。これではファシリテー
ターは学習の支援者ではなく，学習者
の考える機会を奪う“学習泥棒”にな
ってしまいますね。無言であっても，
学習者の頭がアクティブに思考してさ
えいれば良いのです。
　私も無言の時間があるとつい話し出
しそうになりますが，学習者を信じて
ぐっと待つことで，学習者が発言し始
めることがほとんどです。思考停止に
陥っていたり，混乱したりしている場
合にのみ，学習者にはそれを解消する
ヒントを与えましょう。明らかに学習
目標からそれた判断をしている場合な
どは，フィードバックを与えることも
必要です。中には，他者のことを考え
ずに 1 人で話し続ける人がいますの
で，その場合は他者が発言できるよう
コントロールします。複数のグループ
をファシリテートする際は，机と机の
間を歩いて観察する「机間巡視」をし
ながら，グループのやりとりに聞き耳
を立てて状況を把握するように努めま
しょう。
　対話や討議を活性化させるポイント
は，問いに対する参加者の回答をホワ
イトボードや模造紙などに記録し「見
える化」することです。記録の方法は
文字でも図でも構いませんし，内容に
よって色を変える工夫もいいでしょ
う。見える化されることで視覚的に確
認でき，他者との差異の認識や同じ点
の同定ができて分析しやすくなります。

＊
　学習目標を達成するには，毎回強調
しているとおり綿密な学習プログラム
を設計することが何より重要になりま
す。それを念頭に置いて，研修当日は
学習者の状況をアセスメントしながら
柔軟な対応で研修を進めることがファ
シリテーターには求められます。ぜひ，
気負わずに学習者の主体的な学びを引
き出してみてください。

＝はじめさん ＝ゆう先輩

臨床現場で行われる研修会や勉強会をより効果・効率・魅力的な内容
にするために，インストラクショナルデザインを用いた研修設計をご紹介
します。初めて教育委員を任された「はじめさん」，頼れるベテラン看護
師「ゆう先輩」と一緒に，教育を専門に学んでいなくても自信を持って
教えられるスキルを学びましょう。

ファシリテーション，できていますか？
第 　8　 回

政岡 祐輝　国立循環器病研究センター副看護師長熊本大学教授システム学研究センター連携研究員 

❶主に講義形式で選択する。Think pair share

といった隣同士の意見交換も可能。
❷グループワーク中心の研修で用いる。
❸学習者全員の顔が見えることが特徴。自己
紹介や意見交換，対話重視の学習活動に最適。
❹ホワイトボードに意見を書き出し，学習を
進めていく際に利用する。
いずれも学習目的に合った配置が重要にな
る。研修中に変更するなど，工夫したい。

●図 1　机・椅子の配置例

❶スクール型 ❷アイランド型

❸サークル型 ❹半円型

●図 2　ファシリテーターの立ち位置
学習者が“ファシリテーター依存”にならな
いよう，適宜輪の外から声掛けや発問をする。

学習者

ファシリテーター
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質的研究　Step by Step　第2版
すぐれた論文作成をめざして
波平 恵美子●著

B5・頁152

定価：本体2,600円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02832-5

評 者  小田 博志
 北大大学院教授・人類学

　評者がまだ質的研究の「し」の字も
わからない頃，特に困っていたのは「質
的研究のイメージが湧かない」ことで
あった。「質的研究」
と言われても，漠然と
していて取り付く島も
ない。そんなとき，たまたまのご縁で，
アメリカの大学でグラウンデッド・セ
オリーのアプローチにより学位論文を
書かれた研究者とお会いした。その方
の経験談は示唆的であったし，さらに
博士論文研究のために作成された「メ
モ」の実例をお見せいただいたことは
印象に残った。まさに質的研究が「イ
メージできるようになった」のである。
それは凡百の抽象的な概説に勝るもの
であった。この経験を言葉にすれば「事
例の力」ということになろうか。
　本書はまず概説書として優れている
が，それに加えて質的研究をイメージ
できるようになる事例が豊富に掲載さ
れている。それらを参照するためにも
本書をひもとく価値がある。これが「事
例の力」を備えたテキストになり得た
のは，著者の波平恵美子先生が，長年
にわたる文化人類学者としてのフィー
ルドワークの経験から事例の重要性を
知り，それを伝える技に熟達している
からであろう。さらにこれまで多数の
卒論・修論・博論の指導を積み重ねて
きた経験もこの書に注ぎ込まれている。
　第 4 章の研究事例は，特に保健医療
分野で質的研究を行おうとする初学者
に有益である。また第 5 章には教員と
学生との研究指導のやりとりが収録さ
れていて，質的研究をいかに指導する
のかを学ぶこともできるユニークな章

である。
　評者が本書を読んで個人的に感銘を
受けた箇所は，特に p.107～110 にか

けての項「研究協力者
（研究参加者）の選択
基準の適切さ／データ

の真正性」である。これこそ著者の独
壇場と言える。この白眉の部分をぜひ
ご覧いただきたい。ここから事例を深
く読むとはどういうことかわかるはず
である。また文脈理解の意味を学ぶこ
ともできるだろう。何より「予想しな
い発見」という質的研究の魅力が，説
得力を持って伝わってくる。
　事例は「単なる事例」ではない。私
たちは常に個別の「事例」として生き
ている。かけがえのない具体的な人生
を，周りの人々や，自然環境とのかか
わりの中で生きている。それは決して
性別や年齢や職業などの抽象的な「変
数」に還元できない。けれども「科学」
の名の下に，具体的な生を「変数」に
まで切り詰めて，計測の対象とする「研
究」がこれまで幅を利かせてきた。質
的研究とはこの傾向に対し，研究を具
体的な生の現場に取り戻そうとする

「運動」なのだと評者は考えている。
ちょうど現象学が哲学において「生活
世界」へ立ち戻ることを提唱する運動
であったように。この点で本書が現象
学を質的研究の基礎となる立場として
位置付けていることは卓見である。
　用語解説やブックガイドなども懇切
丁寧。第 2 版として内容は全面的に刷
新されている。質的研究の初学者がま
ず手に取るべき一冊として推薦したい。

質的研究をイメージできる好著
組織で生きる
管理と倫理のはざまで
勝原 裕美子●著

四六判・頁328

定価：本体2,700円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-03013-7

評 者  福井 トシ子
 日本看護協会会長

　本書は，看護管理者がそれぞれの立
場で，例えば看護部長でも看護師長で
もその役割について，あらためて熟考
することが求められる書です。看護管
理者が組織内で担うべ
き役割，そしてリー
ダーとしてどのような
行動指針を持つべき
か，行動するために選
択する，つまり決める
という意思決定プロセ
スについて，その構造
も含めて，読者に問い
掛け，ふに落ちるよう
にナビゲートしてくれ
ます。
看護管理行動一つひと
つに関与している倫理
への気付き
　多数の看護管理者の
管理場面事例を用い
て，看護管理行動と倫理について解説
されています。役割や行動，行為の選
択の一つひとつに，倫理が関与してい
ることの気付きを与えてくれます。著
者は，「いくら卓越した技能や知識を
もっていたとしても，そこに倫理性が
伴わなければ，よい仕事とはいえない」

（p.9）と先達の研究を紹介しながら，
“よい仕事と倫理の関係”，また“より
よく生きること”“よりよく生きたい
ということ”について問い掛けます。
そして，よりよく生きるとはどういう
ことを指すのか，よい仕事とはどのよ
うな状況下にあるのか，看護管理者に
投げ掛けてくるのです。
　“組織のはざまにいる看護管理者”
へ，組織で生きるということと，看護
管理を担うということを，よりよく生
きていますか？　よい仕事をしていま
すか？　と問い掛けています。この問
いに私たちは，どのように答えたらよ
いでしょうか。その解は，第 11 章「倫

理的問題をくぐって形成されるキャリ
ア」から，よりよく生きるためのヒン
トを得ることができるように思います。
選択し決定したことは，内省を通して経

験に
　事例として登場する
多数の看護管理者の語
りは，選択すること，
決めること，つまり意
思決定することの困難
さと責任について，振
り返ることの意味を教
えてくれます。意思決
定した後に，つまり「選
択した」「決めた」後
にどうするか，そのま
までは，よりよく仕事
をしたことにはならな
い，内省を経て経験に
しなければならないと
説きます。次の倫理課

題への向き合い方を説きつつ，内省す
ることの必要性に著者は気付かせてく
れます。自分自身の行動や行為，言語
に対する覚悟を持たせられると言って
もよいのかもしれません。
　第 12 章「管理者の倫理的意思決定
プロセスモデル」を用いた事例検討は，
内省して経験に昇華するための“道し
るべ”になることは間違いないでしょ
う。ここで示された枠組みによって，
看護管理者として意思決定したプロセ
スが整理しやすくなります。漠然とし
ていたことも明確になってくることが
実感できると思います。プロセス重視
という考え方も，論理を整理して筋道
を立てるという点から大いに役立つの
ではないでしょうか。
　今後も著者が，この組織と倫理の研
究を続けてくださるのならば，二重権
限構造に潜む倫理課題に取り組んでほ
しいと思いました。看護管理者のみな
らず，病院という組織に潜む権限構造
のはざまで，ジレンマとともによりよ
く仕事をしようとがんばっている第一
線の看護職が多数にのぼるからです。
　本書で，“やらまい勝ちゃん”（著者
が前職でつづっていた大人気ブログ）
が，看護管理者にたくさんの勇気をく
れます。

Th e ratio of we’s to I’s is the best indicator of the
development of a team.
――「私」というより「私たち」と使っている割合が，チームの発展を
示す最もよい指標である
 ルイス・B．イルゲン，俳優

「グループ」と「チーム」の違いは何であろうか。個人としてのプロが集
まりグループはできるが，チームとしてのプロとは言えない。チームトレーニ
ングなどによって，真のチームとして協働することで，チームとしての「私
たちの」パフォーマンス（チーム力）は向上する。

IV

チ
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の
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倫理的意思決定プロセスを
ふに落ちるようにナビゲート

イラストイラスト 萩原 亜紀子 萩原 亜紀子
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